
令
和
五
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十
五
日

一

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令

和

五

年

第

四

三

五

号

八
月
十
五
日

（　火 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次
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示

道
路
区
域
の
変
更  

一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

契
約
者
等
の
公
示  

一

　
　
　
　
　
　
　
監
　
査
　
公
　
表

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
定
期
監
査
）  

二

　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
誤

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
九
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号
（
海

区
漁
場
計
画
の
公
示
）
中
の
訂
正  

八

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区
　
　
　
間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延
　
　
長

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
八
二
番
二
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
七
六
番
二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

  

一
一
・
二

～
　
五
・
七

メ
ー
ト
ル

八
七
・
四

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

県
道
田
野
宝

泉
寺
停
車
場

線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
八
二
番
二
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
七
〇
番
二
ま
で

後

  

二
二
・
七

～
一
一
・
三

八
六
・
〇

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
越
戸
三
〇

〇
七
番
二
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
七
五
番
三
ま
で

前

  

　
八
・
八

～
　
五
・
四

一
四
六
・
四

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
越
戸
三
〇

〇
七
番
七
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
字
鎌
ケ
平
二

九
七
五
番
三
ま
で

後

  

一
二
・
九

～
　
五
・
四

一
五
一
・
一

○
公
　
　
　
　
　
告

　
次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　
令
和
五
年
八
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　
警
察
共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
へ
の
デ
ー
タ
移
行
作
業
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
　
大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
五
年
六
月
十
六
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
日
本
電
気
株
式
会
社
大
分
支
店
　
支
店
長
　
繁
　
友
　
英
　
之

　
　
大
分
市
東
春
日
町
十
七
―
十
九

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
三
千
三
百
八
十
万
六
千
八
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
の
理
由

　  

　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三



令
和
五
年
八
月
十
五
日

二

大
分
県
報
（
公
告
・
監
査
公
表
）

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

○
監
　
査
　
公
　
表

監
査

委
員

公
表

第
708号

　
令

和
５

年
３

月
24日

付
け

監
査

第
900号

で
提

出
し

た
定

期
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

に
対

し
、

大
分

県
知

事
、

教
育

委
員

会
教

育
長

及
び

公
安

委
員

会
委

員
長

か
ら

、
措

置
を

講
じ

た
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
199条

第
14項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

５
年

８
月

15日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

長
　

谷
　

尾
　

　
　

雅
　

　
　

通
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
長

　
　

　
野

　
　

　
恭

　
　

　
子

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
大

分
県

監
査

委
員

　
　

古
　

手
　

川
　

　
　

正
　

　
　

治
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
監

査
委

員
　

　
𠮷

　
　

　
村

　
　

　
哲

　
　

　
彦

１
　

指
摘

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況

監
査

対
象

機
関

監
査

実
施

日
監

査
結

果
の

指
摘

事
項

及
び

そ
の

措
置

状
況

（
知

事
部

局
・

福
祉

保
健

部
）

中
部

保
健

所
由

布
保

健
部

令
和

４
年

12月
13日

令
和

５
年

１
月

17日
指

摘
事

項
　

旅
費

に
つ

い
て

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー

ド
に

よ
る

有
料

道
路

の
利

用
及

び
法

人
カ

ー
ド

に
よ

る
有

料
駐

車
場

の
利

用
を

行
い

、
県

内
旅

行
を

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

旅
行

命
令

を
発

し
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
旅

行
命

令
を

発
し

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

13
件

全
て

に
つ

い
て

、
事

後
に

旅
行

命
令

を
発

す
る

処
理

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
旅

費
の

追
給

を
行

っ
た

。
　

再
発

防
止

の
た

め
、

職
員

会
議

に
お

い
て

監
査

結
果

を
報

告
し

、
旅

行
命

令
の

漏
れ

が
な

い
よ

う
職

員
へ

周
知

し
た

。
あ

わ
せ

て
、

課
長

又
は

班
総

括
が

定
期

的
に

庁
用

自
動

車
使

用
簿

及
び

ア
ル

コ
ー

ル
チ

ェ
ッ

ク
表

と
旅

行
命

令
と

の
突

合
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

南
部

保
健

所
令

和
４

年
12月

９
日

令
和

５
年

１
月

20日
指

摘
事

項
　

収
入

事
務

に
つ

い
て

、
令

和
元

年
度

の
監

査
に

お
い

て
指

摘
さ

れ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

処
置

票
領

収
書

を
表

紙
か

ら
切

り
離

し
て

使
用

し
、

使
用

中
及

び
使

用
済

み
領

収
書

に
は

交
付

日
及

び
使

用
者

職
氏

名
な

ど
を

記
入

せ
ず

、
現

金
出

納
表

に
は

１
日

分
の

受
入

れ
及

び
払

出
し

を
ま

と
め

て
記

入
す

る
な

ど
、

依
然

と
し

て
不

適
正

な
現

金
出

納
事

務
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
今

回
の

監
査

で
指

導
さ

れ
た

後
、

直
ち

に
事

務
処

理
方

法
を

改
め

た
。

　
処

置
票

領
収

書
は

表
紙

か
ら

切
り

離
す

こ
と

な
く

使
用

す
る

と
と

も
に

、
領

収
書

に
交

付
日

及
び

使
用

者
職

氏
名

を
記

載
す

る
と

い
っ

た
適

正
な

事
務

処
理

方
法

を
記

載
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
し

、
収

入
事

務
担

当
者

の
引

継
ぎ

書
に

反
映

し
た

。
　

さ
ら

に
、

再
発

防
止

に
向

け
、

関
係

職
員

で
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
共

有
す

る
な

ど
、

所
属

内
で

の
チ

ェ
ッ

ク
機

能
を

強
化

し
た

。
　

現
金

出
納

表
に

つ
い

て
は

、
受

入
れ

及
び

払
出

し
の

度
に

記
載

す
る

よ
う

再
度

徹
底

し
た

。

（
知

事
部

局
・

農
林

水
産

部
）

農
林

水
産

研
究

指
導

セ
ン

タ
ー

農
業

研
究

部

令
和

４
年

12月
８

日
か

ら
12月

９
日

ま
で

指
摘

事
項

　
農

林
水

産
研

究
指

導
セ

ン
タ

ー
農

業
研

究
部

ビ
ニ

ー
ル

ハ
ウ

ス
設

置
等

工
事

に
つ

い
て

、
最

低
制

限
価

格
の

設
定

が
必

要
な

建
設

工
事

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
最

低
制

限
価

格
を

設
定

せ
ず

入
札

執
行

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
当

該
ビ

ニ
ー

ル
ハ

ウ
ス

は
、

建
築

基
準

法
上

の
建

築
物

に
該

当
し

な
い

こ
と

や
、

一
定

の
規

格
品

で
あ

る
こ

と
か

ら
最

低
制

限
価

格
の

設
定

は
必

要
な

い
と

判
断

し
入

札
し

た
。

　
今

後
、

ビ
ニ

ー
ル

ハ
ウ

ス
設

置
等

工
事

の
入

札
に

当
た

っ
て

は
、

「
最

低
制

限
価

格
の

運
用

及
び

事
務

処
理

」
に

基
づ

き
、

適
切

に
執

行
す

る
よ

う
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

異
動

時
に

は
所

属
内

で
引

継
ぎ

を
行

う
。

農
林

水
産

研
究

指
導

セ
ン

タ
ー

水
産

研
究

部

令
和

４
年

11月
16日

指
摘

事
項

　
調

査
船

さ
ざ

な
み

の
代

船
賃

貸
借

に
係

る
契

約
事

務
に

つ
い

て
、

事
業

実
施

伺
及

び
一

般
競

争
入

札
の

公
告



令
和
五
年
八
月
十
五
日

三

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

で
示

し
た

賃
貸

借
期

間
を

入
札

後
、

契
約

書
作

成
の

段
階

で
開

始
日

を
６

か
月

延
期

す
る

な
ど

、
一

般
競

争
入

札
に

付
し

た
業

務
内

容
を

変
更

し
て

契
約

を
締

結
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
調

査
船

の
賃

貸
借

の
前

提
と

し
て

船
舶

建
造

期
間

の
前

置
が

必
要

で
あ

っ
た

が
、

発
注

を
急

い
で

い
た

た
め

に
、

履
行

期
間

に
つ

い
て

十
分

な
確

認
を

し
な

い
ま

ま
、

建
造

期
間

を
考

慮
し

な
い

賃
貸

借
の

期
間

設
定

で
一

般
競

争
入

札
の

公
告

を
行

っ
た

。
　

今
後

、
一

般
競

争
入

札
の

執
行

に
当

た
っ

て
は

、
契

約
内

容
を

し
っ

か
り

確
認

し
た

上
で

、
契

約
事

務
規

則
等

の
関

係
例

規
に

基
づ

き
、

適
切

に
執

行
す

る
。

　
あ

わ
せ

て
、

所
属

内
管

理
担

当
者

会
議

で
事

案
の

詳
細

を
共

有
す

る
と

と
も

に
事

務
引

継
を

確
実

に
行

っ
て

、
再

発
防

止
に

努
め

る
。

（
教

育
庁

及
び

教
育

機
関

）
爽

風
館

高
等

学
校

令
和

４
年

12月
７

日
指

摘
事

項
　

建
築

物
環

境
衛

生
管

理
委

託
業

務
の

産
業

廃
棄

物
処

理
業

務
に

つ
い

て
、

契
約

書
に

定
め

た
再

委
託

手
続

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
、

廃
棄

物
関

係
法

令
に

定
め

ら
れ

た
産

業
廃

棄
物

の
種

類
・

数
量

、
運

搬
の

最
終

目
的

地
の

所
在

地
等

が
契

約
書

に
記

載
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
契

約
前

に
契

約
内

容
の

確
認

を
し

っ
か

り
行

い
、

再
委

託
先

の
許

可
証

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）

を
徴

収
し

保
管

す
る

形
に

改
め

た
。

来
年

度
以

降
は

、
再

委
託

し
て

い
た

業
務

に
つ

い
て

は
、

産
業

廃
棄

物
収

集
運

搬
処

分
の

資
格

を
持

っ
た

業
者

と
の

直
接

契
約

に
改

め
、

関
係

法
令

に
定

め
ら

れ
た

内
容

を
契

約
書

に
記

載
す

る
こ

と
と

し
た

。
　

今
後

は
関

係
法

令
を

遵
守

し
、

所
属

内
で

の
委

託
業

務
内

容
の

確
認

を
徹

底
す

る
。

中
津

北
高

等
学

校
令

和
４

年
10月

19日
令

和
４

年
12月

16日
指

摘
事

項
　

資
金

前
渡

口
座

で
の

口
座

引
落

し
で

支
払

う
電

話
料

に
つ

い
て

、
支

払
事

務
を

失
念

し
た

の
で

資
金

前
渡

で
納

付
書

払
と

す
る

こ
と

と
し

た
が

、
手

続
を

誤
り

再
度

支
払

い
が

滞
り

、
当

該
資

金
前

渡
資

金
を

返
納

し
な

い
ま

ま
、

別
途

現
金

で
の

支
払

い
を

行
っ

て
い

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
令

和
４

年
10月

28日
に

返
納

処
理

を
行

っ
た

。
　

今
後

は
、

執
行

管
理

表
等

に
よ

り
支

払
い

案
件

の
状

況
を

事
務

室
全

体
で

共
有

し
、

複
数

職
員

に
よ

る
進

捗
確

認
を

行
う

な
ど

チ
ェ

ッ
ク

機
能

を
徹

底
す

る
こ

と
で

、
失

念
等

に
よ

る
支

払
い

漏
れ

や
遅

延
を

防
止

す
る

。
竹

田
支

援
学

校
令

和
４

年
10月

18日
令

和
５

年
１

月
12日

指
摘

事
項

　
竹

田
支

援
学

校
発

電
機

更
新

工
事

の
最

低
制

限
価

格
に

つ
い

て
、

「
最

低
制

限
価

格
の

運
用

及
び

事
務

処
理

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

通
知

を
見

落
と

し
、

従
前

の
算

定
式

で
計

算
し

算
定

に
誤

り
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
「

雑
修

繕
工

事
学

校
設

計
書

等
作

成
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

を
工

事
請

負
費

起
案

の
際

に
担

当
者

が
作

成
し

各
項

目
を

チ
ェ

ッ
ク

、
そ

の
上

で
他

職
員

が
重

ね
て

確
認

す
る

体
制

を
整

備
し

た
。

２
　

注
意

事
項

に
つ

い
て

の
措

置
状

況

監
査

対
象

機
関

監
査

実
施

日
監

査
結

果
の

注
意

事
項

及
び

そ
の

措
置

状
況

（
知

事
部

局
・

総
務

部
）

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

令
和

５
年

１
月

17日
か

ら
１

月
20日

ま
で

注
意

事
項

　
支

給
済

み
の

扶
養

手
当

に
つ

い
て

、
令

和
３

年
５

月
に

遡
っ

て
資

格
の

喪
失

認
定

を
行

っ
た

た
め

、
返

納
処

理
が

必
要

と
な

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

過
年

度
分

に
つ

い
て

は
未

だ
返

納
処

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
該

当
職

員
へ

の
返

納
依

頼
の

事
務

処
理

を
行

い
、

過
支

給
の

手
当

が
返

納
さ

れ
た

。
　

返
納

通
知

作
成

は
、

担
当

し
て

い
る

所
属

の
扶

養
手



令
和
五
年
八
月
十
五
日

四

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

当
現

況
確

認
終

了
後

に
ま

と
め

て
し

て
い

た
が

、
今

後
、

総
務

事
務

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
遡

及
す

る
過

年
度

分
の

返
納

に
つ

い
て

は
、

返
納

手
続

の
も

れ
を

防
ぐ

観
点

か
ら

判
明

し
た

時
点

で
の

す
み

や
か

な
事

務
処

理
を

行
う

こ
と

と
し

、
そ

の
旨

を
所

属
長

か
ら

伝
達

す
る

こ
と

で
注

意
喚

起
を

図
っ

た
。

（
知

事
部

局
・

福
祉

保
健

部
）

東
部

保
健

所
令

和
４

年
12月

７
日

令
和

５
年

１
月

24日
注

意
事

項
①

　
公

用
車

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

①
　

事
故

発
生

後
、

速
や

か
に

運
転

者
を

含
む

所
内

全
職

員
に

対
し

、
注

意
喚

起
と

事
故

防
止

の
た

め
の

声
か

け
を

実
施

し
た

。
　

ま
た

、
定

例
会

議
に

お
い

て
、

再
発

防
止

及
び

交
通

安
全

に
つ

い
て

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

。
　

今
後

も
、

日
頃

か
ら

交
通

事
故

防
止

の
呼

び
か

け
や

安
全

運
転

指
導

を
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

交
通

安
全

講
習

会
の

開
催

等
に

よ
り

安
全

運
転

に
対

す
る

意
識

を
高

め
、

交
通

事
故

の
再

発
防

止
に

努
め

る
。

注
意

事
項

②
　

生
活

保
護

費
返

還
金

に
つ

い
て

、
前

年
度

と
比

較
し

て
、

収
入

未
済

額
が

増
加

し
収

納
率

も
低

下
し

て
お

り
、

ま
た

、
そ

の
額

は
依

然
と

し
て

多
額

な
こ

と
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

②
　

令
和

３
年

度
に

稼
働

収
入

の
未

申
告

に
よ

る
大

口
の

返
還

事
例

が
２

件
発

生
し

、
収

入
未

済
額

が
増

加
し

た
。

　
今

後
は

、
被

保
護

者
に

収
入

申
告

の
義

務
が

あ
る

こ
と

を
周

知
徹

底
し

、
適

時
適

切
に

収
入

申
告

書
を

徴
す

る
こ

と
で

、
申

告
漏

れ
に

よ
る

返
還

事
例

が
発

生
し

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
　

な
お

、
収

入
未

済
残

額
に

つ
い

て
は

、
定

期
的

に
電

話
や

文
書

に
よ

る
催

告
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
分

納
や

毎
月

の
保

護
費

か
ら

の
定

額
徴

収
を

積
極

的
に

進
め

る
な

ど
、

縮
減

に
取

組
ん

で
い

る
。

中
部

保
健

所
令

和
４

年
12月

13日
令

和
５

年
１

月
17日

注
意

事
項

　
公

用
車

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
事

故
を

起
こ

し
た

職
員

に
対

し
て

は
、

事
故

発
生

直
後

に
所

属
長

が
面

談
を

行
い

、
日

頃
か

ら
慎

重
な

運
転

を
心

が
け

る
こ

と
等

、
改

め
て

事
故

防
止

に
つ

い
て

指
導

を
行

っ
た

。
　

ま
た

、
全

職
員

に
対

し
て

、
所

内
課

長
会

議
及

び
職

員
研

修
に

お
い

て
、

交
通

事
故

防
止

及
び

交
通

法
令

の
遵

守
に

つ
い

て
再

度
注

意
喚

起
を

行
う

と
と

も
に

、
通

勤
時

等
に

お
け

る
危

険
箇

所
を

共
有

す
る

た
め

、
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
報

告
集

を
作

成
し

、
職

員
で

共
有

す
る

な
ど

し
て

、
事

故
防

止
に

努
め

る
。

西
部

保
健

所
令

和
４

年
12月

８
日

注
意

事
項

　
生

活
保

護
費

返
還

金
に

つ
い

て
、

前
年

度
と

比
較

し
て

、
収

入
未

済
額

が
増

加
し

収
納

率
も

低
下

し
て

お
り

、
ま

た
、

そ
の

額
は

依
然

と
し

て
多

額
な

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
令

和
３

年
度

に
一

時
所

得
の

未
申

告
に

よ
る

大
口

の
返

還
事

例
が

１
件

発
生

し
、

収
入

未
済

額
が

増
加

し
た

。
　

今
後

は
、

被
保

護
者

に
収

入
申

告
の

義
務

が
あ

る
こ

と
を

周
知

徹
底

し
、

適
時

適
切

に
収

入
申

告
書

を
徴

す
る

こ
と

で
、

申
告

漏
れ

に
よ

る
返

還
事

例
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

　
な

お
、

収
入

未
済

残
額

に
つ

い
て

は
、

定
期

的
に

電
話

や
文

書
に

よ
る

催
告

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

分
納

や
毎

月
の

保
護

費
か

ら
の

定
額

徴
収

を
積

極
的

に
進

め
る

な
ど

、
縮

減
に

取
組

ん
で

い
る

。
（

知
事

部
局

・
生

活
環

境
部

）
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー
令

和
４

年
12月

14日
注

意
事

項
　

県
有

財
産

貸
付

契
約

に
つ

い
て

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
５

条
第

３
項

に
定

め
る

契
約

保
証

金
を

免
除

で
き

る
場

合
に

該
当

し
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
契

約
保



令
和
五
年
八
月
十
五
日

五

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

証
金

を
納

付
さ

せ
て

い
な

い
事

例
が

複
数

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
貸

付
の

相
手

方
と

変
更

契
約

を
締

結
し

契
約

保
証

金
を

納
付

し
て

も
ら

っ
た

。
　

今
後

同
様

の
こ

と
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
今

回
の

経
緯

に
つ

い
て

所
内

で
共

有
し

、
契

約
内

容
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
表

を
作

成
し

て
確

認
す

る
こ

と
と

し
た

。

（
知

事
部

局
・

商
工

観
光

労
働

部
）

観
光

局
観

光
政

策
課

令
和

４
年

６
月

22日
令

和
４

年
８

月
18日

注
意

事
項

　
令

和
２

年
度

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

推
進

体
制

整
備

事
業

委
託

（
精

算
を

伴
う

委
託

）
に

つ
い

て
、

著
作

権
の

帰
属

に
関

す
る

条
項

の
記

載
漏

れ
や

再
委

託
（

再
々

委
託

）
の

手
続

漏
れ

な
ど

の
事

例
が

あ
っ

た
。

ま
た

、
契

約
で

求
め

る
受

託
者

か
ら

の
事

業
計

画
書

に
お

い
て

、
事

業
内

容
及

び
経

費
が

詳
細

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
著

作
権

の
帰

属
に

関
す

る
条

項
の

記
載

漏
れ

に
つ

い
て

、
監

査
で

の
指

摘
後

、
新

た
に

契
約

を
交

わ
す

際
に

は
、

委
託

業
務

の
内

容
に

応
じ

て
著

作
権

の
帰

属
に

関
す

る
条

項
を

追
加

す
る

こ
と

を
職

員
に

対
し

て
徹

底
し

た
。

　
再

委
託

（
再

々
委

託
）

の
手

続
き

漏
れ

に
つ

い
て

は
、

契
約

時
に

受
託

者
へ

指
導

す
る

と
と

も
に

、
契

約
後

に
お

い
て

も
受

託
者

が
提

出
す

る
事

業
計

画
書

等
を

参
考

に
し

な
が

ら
、

受
託

者
へ

の
確

認
を

徹
底

し
た

。
　

事
業

計
画

書
の

提
出

に
あ

た
っ

て
は

、
受

託
者

に
対

し
、

事
業

内
容

及
び

経
費

の
詳

細
を

明
記

す
る

よ
う

指
導

す
る

と
と

も
に

、
事

業
内

容
を

変
更

す
る

際
に

も
同

様
に

手
続

を
す

る
よ

う
指

導
し

た
。

大
分

県
立

工
科

短
期

大
学

校
令

和
４

年
10月

25日
注

意
事

項
　

レ
ー

ザ
ー

プ
リ

ン
タ

用
の

ト
ナ

ー
な

ど
の

物
品

の
購

入
に

つ
い

て
、

物
品

納
品

後
に

支
出

負
担

行
為

を
行

っ
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
消

耗
品

等
の

購
入

事
務

処
理

の
手

続
き

を
明

文
化

し
、

物
品

発
注

時
の

購
入

伺
い

を
学

生
支

援
班

に
合

議
す

る
こ

と
等

を
改

め
て

職
員

に
周

知
・

徹
底

（
令

和
５

年
２

月
）

す
る

こ
と

で
、

発
注

者
（

指
導

部
）

と
経

理
担

当
者

（
学

生
支

援
班

）
の

連
携

不
足

を
解

消
し

、
適

正
な

事
務

処
理

を
行

う
。

（
知

事
部

局
・

農
林

水
産

部
）

農
林

水
産

研
究

指
導

セ
ン

タ
ー

水
産

研
究

部

令
和

４
年

11月
16日

注
意

事
項

　
郵

便
切

手
の

購
入

に
つ

い
て

、
年

度
内

に
使

用
す

る
見

込
み

の
な

い
数

量
を

年
度

末
に

購
入

す
る

な
ど

、
不

適
切

な
予

算
執

行
の

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
翌

年
度

当
初

に
業

務
概

要
や

研
究

報
告

書
な

ど
を

多
数

送
付

す
る

見
込

み
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

年
度

末
（

３
月

３
０

日
）

に
購

入
し

た
。

　
今

後
、

切
手

の
購

入
に

際
し

て
は

、
見

込
ま

れ
る

使
用

枚
数

等
を

的
確

に
把

握
し

た
上

で
、

計
画

的
に

購
入

を
行

う
。

　
あ

わ
せ

て
、

所
属

内
管

理
担

当
者

会
議

で
事

案
の

詳
細

を
共

有
す

る
と

と
も

に
事

務
引

継
を

確
実

に
行

っ
て

、
再

発
防

止
に

努
め

る
。

玖
珠

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
４

年
12月

21日
注

意
事

項
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

測
定

契
約

に
つ

い
て

、
測

定
業

務
の

資
格

を
持

た
な

い
業

者
と

随
意

契
約

を
し

た
こ

と
及

び
受

託
業

者
が

測
定

業
務

を
再

委
託

し
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

再
委

託
の

手
続

が
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
随

意
契

約
の

相
手

先
が

焼
却

炉
の

設
置

業
者

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

検
査

の
有

資
格

者
で

あ
る

と
思

い
込

み
、

充
分

な
確

認
を

し
て

い
な

か
っ

た
。

　
今

後
、

事
業

者
の

選
定

に
あ

た
っ

て
は

、
有

資
格

者
で

あ
る

こ
と

を
事

業
担

当
者

と
班

総
括

で
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

す
る

。
　

ま
た

、
再

委
託

に
関

す
る

手
続

に
つ

い
て

は
、

契
約

書
の

作
成

が
省

略
可

能
な

契
約

で
、

契
約

書
の

作
成

を
省

略
し

て
い

た
こ

と
か

ら
、

業
者

と
の

間
で

再
委

託
申
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請
等

の
業

務
に

関
す

る
手

続
を

定
め

て
い

な
か

っ
た

。
　

今
後

、
再

委
託

が
必

要
な

場
合

は
、

申
請

手
続

等
を

定
め

た
契

約
書

を
作

成
し

、
適

切
に

執
行

す
る

。

（
教

育
庁

及
び

教
育

機
関

）
大

分
教

育
事

務
所

令
和

４
年

９
月

14日
か

ら
９

月
16日

ま
で

､
令

和
４

年
12月

19日

注
意

事
項

　
会

計
年

度
任

用
職

員
の

通
勤

費
用

に
つ

い
て

、
回

数
券

販
売

終
了

後
、

日
額

の
改

定
を

行
わ

ず
過

小
に

支
給

し
て

い
る

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
令

和
４

年
９

月
に

追
給

処
理

を
行

っ
た

。
今

後
は

、
本

人
か

ら
の

通
勤

実
態

の
聞

き
取

り
と

バ
ス

会
社

等
の

状
況

を
確

認
す

る
こ

と
で

現
況

確
認

を
定

期
的

に
行

い
、

再
発

防
止

に
努

め
る

。
大

分
県

立
図

書
館

令
和

４
年

12月
20日

注
意

事
項

　
行

政
財

産
目

的
外

使
用

許
可

に
つ

い
て

、
許

可
面

積
の

算
定

を
誤

っ
た

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

使
用

料
及

び
庁

舎
等

管
理

費
を

過
大

に
徴

収
し

て
い

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
行

政
財

産
の

目
的

外
使

用
許

可
事

務
取

扱
要

領
に

沿
っ

て
再

計
算

し
、

令
和

５
年

３
月

に
還

付
処

理
を

行
っ

た
。

　
今

後
は

、
今

回
の

事
例

を
担

当
職

員
で

共
有

す
る

と
と

も
に

、
要

領
に

沿
っ

て
正

し
く

計
算

さ
れ

て
い

る
か

複
数

の
職

員
で

確
認

し
、

再
発

防
止

に
努

め
る

。
別

府
鶴

見
丘

高
等

学
校

令
和

４
年

11月
30日

注
意

事
項

　
高

速
道

路
を

利
用

し
て

通
勤

し
て

い
た

職
員

の
通

勤
手

当
に

つ
い

て
、

当
該

職
員

が
月

の
中

途
で

転
居

し
た

こ
と

に
よ

り
、

そ
れ

以
降

高
速

道
路

を
利

用
し

な
く

な
っ

た
場

合
に

、
当

該
月

の
通

勤
手

当
に

係
る

特
別

料
金

等
加

算
額

を
誤

っ
て

い
た

事
例

が
確

認
さ

れ
た

。

措
置

状
況

　
誤

っ
て

減
額

調
整

し
た

額
を

令
和

５
年

１
月

分
給

与
に

て
追

給
し

た
。

各
種

手
当

の
認

定
に

当
た

っ
て

は
、

そ
の

都
度

マ
ニ

ュ
ア

ル
及

び
過

去
通

知
を

再
確

認
す

る
と

と
も

に
、

疑
義

の
あ

る
場

合
は

統
括

事
務

室
を

通
じ

主
管

課
に

確
認

の
上

処
理

す
る

。

大
分

舞
鶴

高
等

学
校

令
和

４
年

10月
26日

令
和

４
年

12月
15日

注
意

事
項

　
第

一
グ

ラ
ウ

ン
ド

駐
輪

場
塗

装
工

事
と

教
室

北
側

駐
輪

場
塗

装
工

事
に

つ
い

て
、

同
種

工
事

で
予

算
令

達
が

同
時

期
で

あ
り

、
契

約
方

法
や

工
期

等
を

工
夫

す
れ

ば
競

争
性

を
担

保
し

た
一

括
発

注
（

指
名

競
争

入
札

）
が

可
能

で
あ

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
雑

・
修

繕
工

事
の

決
定

文
書

の
記

載
や

予
算

令
達

が
別

々
の

工
事

と
さ

れ
て

い
た

た
め

、
安

易
に

別
工

事
と

し
て

発
注

し
た

。
　

今
後

は
、

工
事

内
容

や
工

期
等

を
十

分
に

考
慮

し
、

教
育

財
務

課
と

相
談

し
な

が
ら

効
率

性
・

経
済

性
に

配
慮

し
た

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

る
。

大
分

雄
城

台
高

等
学

校
令

和
４

年
10月

26日
令

和
５

年
１

月
10日

注
意

事
項

①
　

第
二

グ
ラ

ウ
ン

ド
外

柵
フ

ェ
ン

ス
改

修
工

事
に

つ
い

て
、

予
定

価
格

が
250万

円
を

超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
随

意
契

約
と

し
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

①
　

再
発

防
止

策
と

し
て

、
職

員
に

事
案

の
共

有
を

し
、

内
部

牽
制

機
能

の
強

化
を

行
っ

た
。

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
、

ト
リ

プ
ル

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
、

条
例

・
規

則
・

運
用

通
知

等
と

照
合

し
、

十
分

注
意

し
て

事
務

処
理

を
行

い
、

確
認

を
す

る
等

予
防

に
努

め
る

。

注
意

事
項

②
　

南
自

転
車

置
き

場
塗

装
他

工
事

、
南

駐
輪

場
仕

上
げ

工
事

、
北

自
転

車
置

き
場

塗
装

他
工

事
、

北
側

駐
輪

場
仕

上
げ

工
事

に
つ

い
て

、
同

種
工

事
で

予
算

令
達

が
同

時
期

で
あ

り
、

契
約

方
法

や
工

期
等

を
工

夫
す

れ
ば

競
争

性
を

担
保

し
た

一
括

発
注

（
指

名
競

争
入

札
）

が
可

能
で

あ
っ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

②
　

雑
・

修
繕

工
事

の
決

定
文

書
の

記
載

や
予

算
令

達
が

別
々

の
工

事
と

さ
れ

て
い

た
た

め
、

安
易

に
別

工
事

と
し

て
発

注
し

た
。
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今

後
は

、
工

事
内

容
や

工
期

等
を

十
分

に
考

慮
し

、
教

育
財

務
課

と
相

談
し

な
が

ら
効

率
性

・
経

済
性

に
配

慮
し

た
適

正
な

契
約

事
務

に
努

め
る

。
情

報
科

学
高

等
学

校
令

和
４

年
11月

９
日

令
和

４
年

12月
21日

注
意

事
項

　
３

Ｄ
ス

キ
ャ

ナ
操

作
用

パ
ソ

コ
ン

を
紛

失
し

て
い

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
３

Ｄ
ス

キ
ャ

ナ
一

式
設

置
教

室
は

、
教

員
・

生
徒

な
ど

誰
で

も
先

進
的

な
機

械
技

術
に

触
れ

ら
れ

る
よ

う
常

時
開

放
し

て
い

た
が

、
紛

失
後

は
、

使
用

時
以

外
の

施
錠

を
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

教
室

内
に

あ
る

機
器

に
つ

い
て

は
、

ワ
イ

ヤ
ー

ロ
ッ

ク
を

し
て

持
ち

出
し

で
き

な
い

体
制

を
整

え
た

。
佐

伯
豊

南
高

等
学

校
令

和
４

年
11月

10日
注

意
事

項
　

給
与

の
支

給
に

つ
い

て
、

給
与

総
額

か
ら

口
座

振
替

手
数

料
を

控
除

し
た

金
額

を
本

人
口

座
へ

の
振

込
に

よ
り

支
払

っ
た

た
め

、
賃

金
の

全
額

払
い

と
な

っ
て

い
な

い
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
振

込
手

数
料

に
相

当
す

る
金

額
の

別
途

令
達

を
受

け
、

本
人

に
支

払
い

を
行

っ
た

。
今

後
は

支
給

日
当

日
に

出
勤

で
き

な
い

職
員

の
給

与
に

つ
い

て
は

、
教

育
人

事
課

に
確

認
の

後
、

資
金

前
渡

職
員

に
よ

り
適

切
に

管
理

し
、

次
の

出
勤

日
に

全
額

支
払

う
よ

う
に

す
る

。
玖

珠
美

山
高

等
学

校
令

和
４

年
９

月
29日

令
和

４
年

11月
７

日
注

意
事

項
　

駐
輪

場
屋

根
・

鉄
部

外
塗

装
改

修
工

事
と

渡
り

廊
下

鉄
部

外
塗

装
改

修
工

事
に

つ
い

て
、

同
種

工
事

で
予

算
令

達
が

同
時

期
で

あ
り

、
契

約
方

法
や

工
期

等
を

工
夫

す
れ

ば
競

争
性

を
担

保
し

た
一

括
発

注
（

指
名

競
争

入
札

）
が

可
能

で
あ

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
雑

･修
繕

工
事

の
決

定
文

書
の

記
載

や
予

算
令

達
が

駐
輪

場
屋

根
・

鉄
部

外
塗

装
改

修
工

事
と

渡
り

廊
下

鉄
部

外
塗

装
改

修
工

事
と

別
々

で
あ

っ
た

た
め

、
安

易
に

別
工

事
と

し
て

発
注

し
た

。
　

今
後

は
、

工
事

内
容

や
工

期
等

を
十

分
に

考
慮

し
、

教
育

財
務

課
と

相
談

し
な

が
ら

効
率

性
・

経
済

性
に

配
慮

し
た

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

る
。

宇
佐

産
業

科
学

高
等

学
校

令
和

４
年

９
月

21日
令

和
４

年
10月

25日
注

意
事

項
　

駐
輪

場
塗

装
工

事
と

渡
廊

下
塗

装
工

事
に

つ
い

て
、

同
種

工
事

で
予

算
令

達
が

同
時

期
で

あ
り

、
契

約
方

法
や

工
期

等
を

工
夫

す
れ

ば
競

争
性

を
担

保
し

た
一

括
発

注
（

指
名

競
争

入
札

）
が

可
能

で
あ

っ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
雑

・
修

繕
工

事
の

決
定

文
書

に
駐

輪
場

塗
装

工
事

、
渡

廊
下

塗
装

工
事

と
別

々
に

記
載

さ
れ

て
い

た
た

め
、

安
易

に
別

工
事

と
し

て
発

注
し

た
。

　
今

後
は

、
契

約
方

法
等

決
定

の
際

、
工

事
の

決
定

通
知

の
名

称
だ

け
で

判
断

す
る

こ
と

な
く

、
工

事
内

容
や

工
期

等
を

十
分

に
考

慮
し

、
経

済
性

・
効

率
性

を
一

層
配

慮
し

た
契

約
方

法
と

な
っ

て
い

る
か

、
教

育
財

務
課

と
十

分
な

協
議

の
う

え
で

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

る
。

臼
杵

支
援

学
校

令
和

５
年

１
月

６
日

注
意

事
項

　
消

火
埋

設
管

敷
設

替
工

事
に

つ
い

て
、

建
設

工
事

請
負

契
約

書
に

完
成

通
知

を
受

け
た

日
か

ら
14日

以
内

に
検

査
を

完
了

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
14日

を
超

え
て

検
査

（
竣

工
審

査
）

を
実

施
し

て
い

る
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
担

当
者

が
長

期
間

不
在

と
な

り
事

務
の

進
捗

状
況

の
情

報
共

有
が

不
十

分
で

あ
っ

た
こ

と
が

原
因

で
あ

る
た

め
、

eオ
フ

ィ
ス

シ
ス

テ
ム

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
機

能
を

利
用

し
、

工
事

事
務

の
進

捗
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
進

捗
状

況
を

事
務

職
員

で
共

有
し

、
担

当
・

検
査

員
が

不
在

の
場

合
で

も
他

の
職

員
が

対
応

で
き

る
よ

う
に

し
た

。

（
警

察
本

部
）

大
分

中
央

警
察

署
令

和
４

年
12月

１
日

令
和

５
年

１
月

17日
注

意
事

項
　

パ
ソ

コ
ン

（
リ

ー
ス

物
品

）
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。



令
和
五
年
八
月
十
五
日

八

大
分
県
報
（
監
査
公
表
・
正
誤
）

措
置

状
況

　
損

傷
事

案
発

生
後

、
幹

部
会

議
や

例
会

等
に

お
い

て
パ

ソ
コ

ン
の

落
下

に
よ

る
損

傷
防

止
と

併
せ

、
液

こ
ぼ

し
や

書
類

の
挟

み
込

み
等

過
去

の
パ

ソ
コ

ン
の

損
傷

事
例

を
基

に
注

意
喚

起
を

行
っ

た
。

　
今

後
も

引
き

続
き

署
員

に
対

し
、

物
品

の
適

正
な

管
理

及
び

精
密

機
器

を
使

用
す

る
際

の
基

本
事

項
を

徹
底

し
再

発
防

止
に

努
め

る
。

大
分

東
警

察
署

令
和

４
年

12月
２

日
注

意
事

項
　

公
用

車
を

損
傷

さ
せ

た
こ

と
に

よ
り

、
県

に
損

害
を

生
じ

さ
せ

た
事

例
が

認
め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
署

内
で

の
運

転
訓

練
や

、
署

員
に

よ
る

全
体

朝
礼

で
の

「
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト

体
験

」
の

発
表

を
実

施
し

、
交

通
事

故
防

止
に

対
す

る
意

識
の

高
揚

を
図

っ
た

。
　

引
き

続
き

運
転

訓
練

を
行

う
と

と
も

に
、

全
体

朝
礼

や
例

会
を

通
じ

て
、

適
切

な
財

産
管

理
に

つ
い

て
署

員
へ

周
知

徹
底

し
、

交
通

事
故

再
発

防
止

に
努

め
る

。
別

府
警

察
署

令
和

４
年

12月
13日

注
意

事
項

　
パ

ソ
コ

ン
（

リ
ー

ス
物

品
）

を
損

傷
さ

せ
た

こ
と

に
よ

り
、

県
に

損
害

を
生

じ
さ

せ
た

事
例

が
認

め
ら

れ
た

。

措
置

状
況

　
幹

部
会

議
に

お
い

て
損

傷
事

案
の

発
生

原
因

等
に

つ
い

て
情

報
共

有
の

上
、

署
員

に
対

し
て

、
パ

ソ
コ

ン
の

修
理

は
長

期
間

を
要

し
、

業
務

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い

こ
と

を
繰

り
返

し
周

知
徹

底
し

、
再

発
防

止
を

図
っ

た
。

　
今

後
も

引
き

続
き

、
例

会
等

の
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

通
じ

て
、

物
品

の
適

正
管

理
と

損
傷

事
案

の
防

止
、

精
密

機
器

を
使

用
す

る
際

の
基

本
事

項
の

徹
底

に
取

り
組

ん
で

い
く

。
中

津
警

察
署

令
和

４
年

10月
25日

注
意

事
項

　
扶

養
手

当
に

つ
い

て
、

扶
養

親
族

の
収

入
状

況
の

確
認

が
不

十
分

で
あ

っ
た

た
め

、
基

準
額

以
上

の
収

入
が

あ
っ

た
月

分
の

手
当

を
返

納
し

て
い

な
い

事
例

が
認

め

ら
れ

た
。

措
置

状
況

　
扶

養
認

定
の

基
準

額
を

超
え

て
い

る
２

か
月

分
の

返
納

処
理

を
行

っ
た

。
　

今
後

、
扶

養
手

当
の

現
況

確
認

に
お

い
て

、
被

扶
養

者
の

収
入

状
況

の
確

認
を

複
数

人
で

行
い

、
内

部
統

制
機

能
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
署

員
に

対
し

例
会

や
全

体
会

議
を

通
じ

て
認

定
要

件
を

周
知

徹
底

す
る

。

○
正
　
　
　
　
　
誤

　
令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
九
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号
（
海
区

漁
場
計
画
の
公
示
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ
漁
場
計
画
番
号

誤

正

　
八
〇
区
第
二
千
八
百

四
十
一
号

北
緯

　 33-04-31
東
経

　131-59-05
北
緯

　 33-04-32
東
経

　131-59-06

一
一
三
区
第
三
千
八
百

四
十
五
号

イ
､ロ

､ハ
及
び
基
点
第

1298号
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
第

1298号
､イ

､ロ
及
び
ハ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
直
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

一
二
〇
区
第
二
千
五
百

六
十
一
号

貝
類
養
殖
業

う
に
類

､貝
類
養
殖
業

一
二
五

区
第
四
百
八
十

五
号

北
緯

    33-35-28
東
経

   131-25-17

北
緯

　 33-35-39
東
経

　131-25.09

北
緯

　 33-35-42
東
経

　131-25-26

北
緯

　 33-35-30
東
経

　131-25-26

北
緯

　 33-35-29
東
経

　131-25-13

北
緯

　 33-35-40
東
経

　131-25-05

北
緯

　 33-35-43
東
経

　131-25-22

北
緯

　 33-35-31
東
経

　131-25-22


